
はしがき

毎月第 3水曜日の18時半から「大人の水町ゼミ」を開催しています

（正式名称は「最旬労働法研究会【水町ゼミ】」）。労働法の研究者とし

て日頃活動しているなかでも、最も刺激的で楽しい時間です。東京・

神田の某所にある会場には毎回約30人が集まリ、オンラインでは北海

道から沖縄まで全国各地から300人を超える方々に参加していただい

ています（オンデマンド配信もあリ）。参加者の肩書は社会保険労務

士、企業人事担当、労働組合役員、公務員、弁護士などさまざまです

が、一言でいうと、労働法・人事労務管理の現場のプロ（またはセミ

プロ？）。その方々を前に、毎月、労働法で最もホットなトピックを

自分なリに料理しながらお話しさせていただ＼ヽて＼ヽます。そのなかで

も一番緊迫するのが、各回の質問タイム。事前にいただいた質問だけ

でなく、ライプで会場とオンラインから質問を受け、すべての質問に

答え終わるまでゼミは終わリません。さすが現場の第一線で活躍され

ているプロの皆さんからの質問は、悩み深いものだったリ、本質を扶

るようなものだったリ。こちらもその都度頭をひねらせながら答えを

絞リ出していますt

この本は、 2024年 4 月から2025年 3 月までに開催されたこのゼミの

内容をそのまま再現したものです。毎月、最旬の判例、法律、政府報

告書などを取リ上げ、ホットなトピックが特になかった静かな月は水

町が取リ組んでいる最新の研究内容を報告することとした結果、 1 年

間で最新判例 6本、最新法律3本、政府報告書2 本、最新研究 1 本の

品揃えとなリました。そして、各回の質問タイムでのやリとリも基本

的にそのままの形で再現されています。この本を読むことで、この 1

年間の労働法のホットなテーマと現場での疑問や悩みを体感していた

だけるのではな＼ヽかと思＼ヽます。



この本をよりわかリやすくライプ感あふれるものにするために、社

会保険労務士の千明和子さんに毎回のゼミの内容をノートとイラスト

付きで文章にしてもらいました。日本法令の大澤有里さんには、この

ゼミの企画・運営とともに、この本の編集作業もお願いしています。

毎月ゼミを開催しながら、並行して千明さんと大澤さんに本に向けた

原稿化と編集作業を進めていただいたおかげで、ゼミでの議論の熱さ

が冷めな＼ヽホットなタイミングでこの本を出すことができました。

ゼミに参加したくさんの鋭い質問をしていただいた皆さん、そして

この本のライターとエディターである千明さんと大澤さんに、この場

を借リてお礼を申し上げます。皆さんがいらっしゃらなければ、この

本をこのような形で世に出すことはできませんでした。

この本を読んでゼミに興味をもたれた方は、検索エンジンで「大人

の水町ゼミ」と検索して日本法令さんの HP にアクセスし、このゼミ

にぜひ参加してみてください。年齢、職業、資格などは問いませんし

（受講料は若干かかリますく（＿）＞）、いつからでも参加できます。

皆さんといっしょに労働法のホットな世界を広げていけたらうれし

＼ヽです。

2025年 6 月

En prenant une grande biere tors d'une fete apres le seminaire... 
水町勇一郎
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協同組合グローブ事件
事業場外労働みなし制の適用要件である
働時間を算定し難いとき」の判断
（最三小判令和6年4月16日裁判所ウェブサ
イト）
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〈協同組合グローブ事件〉

回 （外国人臼）
魯：→Q匹

這
三

會

第 1 審］日報が出ているんだから
第 2 審 箕定し難いときに当たら

ない

食
＼一本当にできたのか

確認していない

f.........……•••••• X し2 裁量あり．．．．．．．．””.........i

l. 1 社につき月 2 回アポイン l
l 卜を取...,て訪問 l 
I. 自らスケジュール管理 l 
l ．携帯は貸与されていたけど l
l 報告等していない ; 
l ・休憩自由
l ・タイムカードなく直行直帰 l
·…••••…......"................…………........"...........................」
•月に 1 回日報を提出させていた

芦
・裁昼がX にあった

・アポイントの頻度が定まって
いたけど算定はし難い

I 最高裁 I
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2 しかし、上記①については、単に業務の相手方に対して問い合わせ

るなどの方法をとり得ることを一般的に指摘するものにすぎず、実習実施

者等に確認するという方法の現実的な可能性や実効性等は、具体的には明

らかでない。上記②についても、 Y は、本件規定を適用せず残業手当を支

払ったのは、業務日報の記載のみによらずに X の労働時間を把握し得た

場合に限られる旨主張しており、この主張の当否を検討しなければ Y が

業務日報の正確性を前提としていたともいえないうえ、 Y が一定の場合に

残業手当を支払っていた事実のみをもって、業務日報の正確性が客観的に

担保されていたなどと評価することができるものでもない。

3 以上によれば、原審は、業務日報の正確性の担保に関する具体的な

事情を十分に検討することなく、業務日報による報告のみを重視して、本

件業務につき本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとは

いえないとしたものであり、このような原審の判断には、本件規定の解釈

適用を誤った違法があるというべきである。

〔なお、本判決には、近時の通信手段の発達等のなかで、個々の事例ごと

の具体的事情に着目した判断を行っていく必要がある旨の林道晴裁判官の補

足意見が付されている。〕

~＇ご： ＿六こ．：：：―9: ―`: :―.ー.:·・：ここ―.:.・てこ文·”`--9: ., .. ーご；．--•--· ----------------ｷ 

区①業務日報から実習先に確認が可能

且
i,!1 巨石］可能性をいっているだけで具体的に明らかにしていない

,11 巨う］②業務日報を見て残業代を支払う場合があった

』』国業務日報以外に労働時間を把擢できた時だけ支払っ
ていると主張している

業務日報の正確性を評価できない
' i. 

口

ロ

轡
!' 

□豆［口］



1 協同組合グローブ事件

【解説】

I 本判決の争点は、事業場外で一定の裁址をもって就労し事後的に就業時

刻や業務内容等を記入した業務日報を提出していたという勤務状況が、事

業場外労働のみなし制（以下、「みなし制」という）の適用要件である

「労働時間を鉢定し難いとき」（労碁法38条の 2 第 1 項）に該当するか否か

にある。「労働時間を符定し難いとき」への該当性については、最高裁阪

急トラベルサポート事件判決 (1位二小判平成26 • 1 • 24労判1088号 5 頁）が一

般的な考慮要素を提示し、その後の裁判例はこれに沿って具体的な判断を

行ってきた。本判決も、この一般的な考慇要素に沿った一種の事例判決と

いえるが、これまでの判例・裁判例との事案の迩いを反映して、考慮要素

の中の重点の阻き方や考慮の仕方の点でこれまでにない解釈を示すものと

なっており、この点で理論的に検証すべき課題が浮き彫りになっている。

【判旨】 I 2 は〈阪急トラペルサポート事件〉で最高裁が「労働時
ー→

間が箪定し難いとき」がどう LI う時か示した判例を引用して LI る。

→「労働時間が箕定し難いとき」とは

〇業務の性質・内容 (a)

〇指示・報告をしていたか (b)

II l 本判決は、労基法38条の 2 第 1 項の「労働時間を符定し難いとき」

への該当性につき、業務の性質、内容やその態様、状況等、業務に関する

指示および報岩の方法、内容やその実施の態様、状況等を考慮して判断す

るとの立楊をとっている（判旨 I 2)。この点は、上記の最翡裁阪急トラ

ベルサポート事件判決が提示した考慇要素を跨襲したものであり、同判決

以降の裁判例（落合事件・東京地判平成27 • 9 • 18労判ジャーナル45号 2 頁、

ナック事件・東京高判平成30 • 6 • 21労経速2369号28頁、ヨツバ117事件・大阪

地判令和4·7·8労判ジャーナル129号36頁、セルトリオン・ヘルス・ジャパン

事件・東京高判令和4 • 11 • 16労判 1288号81頁、住友不動産事件・名古屋地判令

和5 • 2 • 10労判ジャーナル136号36頁）とも共通している。

2 これに対し、その具体的判断については、本判決（判旨II2·3)

にはこれまでの判例・裁判例とは異なる特徴が見出される。これまでの判

例・裁判例は、大きく 2 つの考應要素(®業務の性骰・内容等と⑥業務に

関する指示・報告等）について、いずれも否定的な事案（例えば、®業務

の内容が其体的に特定され、⑥事前の指示や事後の報告で勤務の具体的内

容を把握できる事案）でみなし制の適用が否定され（前掲・阪急トラベル

13 



14 

サポート事件判決、前掲・落合事件判決、前掲・住友不動産事件判決）、逆に

いずれも肯定的な事案（例えば、®業務遂行についで労働者に裁iiしが認め

られ、⑥勤務の具体的内容を把握するための事前の指示や事後の報告が求

められていない事案）でみなし制の適川が竹定される（前掲・ナック事件

判決。前掲・阪急トラベルサポート事件判決以前のヒロセ紺機（残業代等請求）

事件・東京地判平成25·5·22労判1095号63頁も参照）ことが多かった。

今までの判例は (a) (b) いずれも肯定 or (a) (b) いずれも否定

I みなし適用認めず |(a) (b) いずれも否定。みなし適用なし

〈阪急トラペルサポート事件〉 〈落合事件〉

海外添乗目 外回り営業マン

［ルート時間が決ま--,ている (a) x ［直行直帰が許されない (a) X 

報告も具体的にしている (b) X 予定表や事後の日報で把捐可能(b) X 

〈ョッパ 117事件〉

外回り営業マン

タイムカードで把揺可能(a)(b)x

〈住友不動産事件〉

外回り営業マン

［直行直帰なし (a) X 

行動予定を毎朝メール (b) X 

I みなし適用が認められ~ (a) (b) いずれも肯定。みなし適用あり
〈ナック事件〉
外回り営業マン

［裁量あり 上司の同行なし (a) 0 
訪問時事実わからず (b) 0 

そのようななか、本件は、®業務の性質・内容等の面では、労働者に一

定の裁絨が認められ（この点はみなし制の適用に肯定的な要素）、⑥業務

に関する指示・報告等の面では、事後的に勤務時刻・業務内容等を記入し

た業務日報を提出させていた（この点はみなし制の適用に否定的になり得

る要素）点で、大きく 2 つの要索が交錯する事案であり、これまでの判

例・裁判例の大勢とは異なる微妙な事案であったといえる（近時の前掲・

セルトリオン・ヘルス・ジャパン事件はこの点で本件と類似性をもつ事案

といえる）。



1 協同組合グローブ事件
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今回の判例は (a) 肯定 (b) 否定

11 I ◎今回の事件
〈協同組合グローブ事件〉

［労働者に裁量因l (a) 0 
業務日報提出 (b) x 

※頚似性ありな事案

〈セルトリオン・ヘルスケア・ジャバン事件〉高裁

［営業先へ直行直帰 (a) 0 
勤怠システムで時間把播可能 (b) X 

' 
11 

3 このような事案において、本判決は、原審がみなし制の適用を否定

する要素として重視していた業務日報による報告（⑥)について、①記載

内容の正確性を担保するための確詔の方法（実習実施者等への確認）は、

その可能性を指摘するものにすぎず、その方法の現実的な可能性や実効性

等が明らかにされていないこと、②一定の場合に残業手当を支払っていた

事実があるとしても、業務日報のみによって労働時間を把握していたのか

争いがあること（残業手当支払の事実によって業務日報の正確性が担保さ

れるわけではないこと）を指摘して、原審の判断を破棄し、これらの点を

明らかにするために原審に差し戻している（判旨JI 2 • 3)。本判決は、
この点で、事後の報告による勤務状況の把握（⑥)が重要な判断要素とな

る場合には、業務日報による報告という形式や勤務状況の把揺の可能性だ

けでなく、勤務状況の確認方法は現実的・実効的なものであったか、業務

日報の正確性を客観的に担保する具体的な事実があるかという事惰を重視

して「労働時間を符定し難いとき」に当たるか否かを判断するという解釈

を示したものと考えられる。しかし、この解釈には理論的に疑問がある。

15 



今回差戻し判決が出たということは、「みなし適用認めず」の判断

を変えなさし＼とし 1っていることと同じかも……

l →適用を認める判決になるのではないか
(b) の判断が重要になる場合、形式だけではなくて現実的かつ実効

的なものか、具体的な事実があるかを重視する

きちんと管理している会社はみなしが使えなくて

1 " きちんと管理していない会社が使えるミとにな..,てしまう！

, 
III 1 そもそも、本項が求めているのは客観的にみて労働時間の算定が難

しい状況にある（「算定し難いとき」）か否かであり、使用者が客観的に正

確な記録に基づいて実際に労働時間を把握し算定しているか否かではな

い。本判決の解釈のように、使用者が勤務状況を現実的・実効的な方法で

正確に把握しているという事実を重視することは、（みなし制労働者も含

めて客観的な方法等により労働時間を適正に把握することが事業者に法的

に義務付けられている〔安衛法66条の 8 の 3 、安衛則52条の 7 の 3 参照〕に

もかかわらず）適正な労働時間把握を行っていない使用者に、実労働時間

による労働時間規制（労基法32条等）の例外であるみなし時間による労働

時間の算定（実労働時間が法定労働時間を超えても割増賃金を支払わなく

てよいこと）を広く許容することにつながりかねず、法の構造や趣旨に照

らし妥当な解釈とは言えない。ここでは、使用者が労働時間把握のために

具体的にどのような措置を講じていたか否かという使用者側の作為・不作

為ではなく、業務遂行の方法や労働時間の長さ・配置に関する労働者側の

選択・裁最の大きさを璽視して労働時間の客観的な算定困難性を判定すべ

きであろう。デジタル技術の発展により、労働者が事業場外で裁最的に働

いているとしても労働時間の算定が困難とはいえない客観的な状況になっ

ているとすれば、その社会状況に適合した法制度設計を行うべきである。

2 本条の適用については、林道晴裁判官の補足意見にあるように、デ

ジタル技術の進展の中で個々の事案に応じた解釈を行うべきであり、本判

決の射程は限定的に捉えるべきであろう。
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1 協同組合グローブ事件

働き方改革によって労働時間適正把握義務が課され、管理監督者も

裁量労働制の労働者も健康管理時間として把擢する必要あり

今回の (b) の解釈だと、労働時間適正把握義務を守っていない会

社がみなし適用となってしまう

労働者の栽量の大きさを
メインとして判断すぺき！ ! 

今回の判決は一般論として捉えないミと！ ! e-

Q&A 

協同組合グローブ事件に関して

労働時間管理について、判旨では自己申告として課されていた「業務日報に

よる報告のみを重視」するだけでは企業として時間管理が十分とはいえないと

されているかと思います。

これは、厚生労働省から発出されている「労働時閻の適正な把握のために使

用者が講すべき措置に関するガイドライン」に基づいて判断したようにも推察

しますが、企業によっては、システム化が進ます、客観的な記録をとれるとこ

ろは決して多くないと思われます。

そうなると、 OXがうまく進まない（労働時間把握のために従業員が就業し

ているかとうかを現認せざるを得ないような）企業は、この事業場外みなし制

度を使うのは難しいということでしょうか。

A
 最高裁の判断によると逆です。外で裁址的に働かせているということ
が前提になりますが、 DXを導入しないで、客観的に担保できるような

「I 報とかシステムによる行理をしていなければ、労働時間を符定し難い

ときに該当すると判断しています。 DX を導人せず管理もずさんにやっ

ていれば、ク）’．定し難いときで適I:11できるような判断に見えるので問題だ
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I し、林裁判宜は、他の謬でそのままこれが生かされると思わないでく
ださいねって忠告しているので、変にこれを実務で使うとあとで1ifiい II

にあうかもしれません。お気を付けください。

健康管理とみなし労働の関係について

健康管理として、タイムシートを従業員から提出させている場合は、みなし

の対象になると思いますか。

またタイムシートを提出できない場合には、健康管理はどう百ればよいです

か。

A
 最高裁の考え方がよくわからないのですが、筋としては、他康竹fll と

してタイムシートを提出させることが実労働時間符理にダイレクトにつ

ながるかどうかの問題だと思います。業務日報等の提出は何のためにな

されているのかというところにもよりますが、粘本的には労働時間を符

定し難いときかどうかが労基法38条の 2 の要件なので、安衛法上の労働

時間把握の結呆、客観的な方法で実際に労働した時間が把握できていれ

ば、労基法38条の 2 の解釈にも一定程度影押が出てくる可能性はありま

す。そういう場合に、今阿の泣高裁の解釈でよいのかというところは理

論的に問題になりますが、一般的に労基法38条の 2 の問題で言えば、安

術法」＾．の労働時間適正把据義務に基づく、例えば勤怠符理システムの導

入の結果、吝観的に労働時間を把梱していれば、それは労基法38条の 2

の労働時間を鉢定し難いときには当たらないでしょうということになる

かと思います。

今後のみなしの適用範囲について

技術の発展により労働時間の把握が可能になり、事業場外みなしの適用範囲

が狭まってくると、裁望労働制を拡大する方向になるのでしょうか。

水町先生の私案をお聞かせください。

A 
―裁贔：労働制は、おそらく裁絨労働制で別の話。私案は、 l厚生労働省の

研究会報告でもいっていて、本当にそうなるかどうかはわかりません

が、私はやはりフレックスタイム制です。現行のフレックスタイムfIill

は、始業終業時刻を自由な裁拡に委ねるとなっていて、この始業終業時
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